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地区の区分 地区の名称

－

※「区域、壁面の位置及びかき・さくの制限は計画図表示のとおり」

　計画図に図示してある ■■■■■

に接する敷地で、住居系街区と工
業系街区の境界が道路境界となっ
ている場合は、道路境界から敷地
内に幅０.５ｍの空地を設け、連続
して１ｍの生垣を植栽するものと
する。
　ただし道路境界において、やむ
をえずブロック塀又は、フェンス
等を設置する場合においても、
道路境界から敷地内に０.５ｍの
空地を設け、連続して１ｍの生垣
を植栽するものとする。

　道路の境界から敷地内には幅
０.５ｍの空地を設け、連続して
高さ１ｍの生垣を設けるものとす
る。
　また、隣地境界には１ｍの生垣
を連続して植栽するか、高さ１ｍ
の金属製のフェンスを設けなけれ
ばならない。
　ただし隣地境界に金属製のフェ
ンスを設けた場合においては、
道路境界から３ｍまでは、フェン
スに沿って生垣を植栽しなければ
ならない。

建築物の意匠の
制限

　建築物の屋根及び外壁の色彩
は、黒または白系統とし、住宅街
として調和のとれたものとする。
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工業系街区 住居系街区

壁面の位置の制限

　計画図に図示してある ■■■■■

に接する敷地に工場等を建設する
場合、外壁もしくはこれにかわる
柱の面、または、高さ２.０ｍを
越える塀の前面から、住居系街区
と工業系街区の境界までの距離
は、３.０ｍ以上とする。また住宅
については、外壁又はこれに代わ
る柱の面までの距離を１.２ｍ以上
とする。

 道路境界線(隅切部分は除く)から
建築物の外壁又はこれに代わる柱
の面までの距離は１.５ｍ以上、隣
地境界からは１.２ｍ以上とする。
 但し、車庫、物置等の外壁等か
ら、道路境界、隣地境界までの距
離は０.６ｍ以上とする。

かき又はさくの
制限




